
お子さんの定期予防接種は計画的に受けられていますか？
定期予防接種には接種期間があります。この期間を過ぎると任意接種もしくは受けられ
なくなるワクチンがあります。
もう１度お子さんの母子手帳をご確認いただきますようお願い致します。
定期予防接種には町からの【お知らせ文】と【予診票】が必要です。
再発行が必要な方やご不明な点等は【屋久島町役場健康長寿課☎43-5900】までお問い
合わせください。




